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条条

例例

等等

第
２
号
議
案　

吉
川
市
部
設
置
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
３
号
議
案　

吉
川
市
防
災
会
議

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

市

長

提

出

議

案

　

災
害
対
策
基
本
法
第　

条
の
規
定

１６

に
基
づ
き
当
市
の
地
域
防
災
計
画
を

作
成
し
、
ま
た
、
そ
の
計
画
の
実
施

を
推
進
す
る
吉
川
市
防
災
会
議
の
委

員
の
増
員
を
図
る
も
の
で
す
。

第
４
号
議
案　

公
益
法
人
等
へ
の
職

員
の
派
遣
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

３
月
定
例
会
は
、
２
月　

日
か
ら
３
月　

日
ま
で
の
会
期
で
開

２８

２５

催
さ
れ
ま
し
た
。
今
定
例
会
で
は
、　

件
の
市
長
提
出
議
案
、
２

３７

件
の
請
願
、
９
件
の
議
員
提
出
議
案
が
上
程
さ
れ
、
い
ず
れ
も
慎

重
に
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

代
表
質
問
は
４
人
、一
般
質
問
は　

人
の
議
員
が
行
い
ま
し
た
。

１３

要
約
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
８
ペ
ー
ジ
、　

ペ
ー
ジ
か
ら
掲
載
し

１５

て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

３
月
定
例
会

第
５
号
議
案　

吉
川
市
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
６
号
議
案　

職
員
の
自
己
啓
発
等

休
業
に
関
す
る
条
例

　

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
複
雑
・
高
度
化
す
る
行
政
課
題

に
対
応
で
き
る
よ
う
職
員
の
能
力
開

発
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
職
員
自

ら
の
発
意
に
基
づ
い
て
、
大
学
な
ど

に
お
け
る
修
学
や
国
際
貢
献
の
た
め

に
休
業
す
る
こ
と
を
認
め
る
自
己
啓

発
等
休
業
制
度
を
導
入
す
る
も
の
で

す
。

第
７
号
議
案　

職
員
の
修
学
部
分
休

業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

第
６
号
議
案
「
職
員
の
自
己
啓
発

等
休
業
に
関
す
る
条
例
」
と
の
整
合

を
図
る
た
め
、
修
学
部
分
休
業
を
取

得
で
き
る
職
員
の
範
囲
の
見
直
し
を

行
う
と
と
も
に
、
学
校
教
育
法
の
一

部
を
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
に
ず

れ
が
生
じ
た
た
め
、
改
正
す
る
も
の

で
す
。

第
８
号
議
案　

吉
川
市
議
会
の
議
員

そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害

補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

第
９
号
議
案　

吉
川
市
特
別
職
の
職

員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

新
た
に
非
常
勤
特
別
職
と
し
て
少

年
セ
ン
タ
ー
所
長
と
保
健
指
導
員
を

設
置
し
、
非
常
勤
特
別
職
と
し
て
の

児
童
館
長
と
消
防
委
員
会
委
員
等
を

廃
止
す
る
と
と
も
に
、
介
護
認
定
調

査
員
な
ど
一
部
の
非
常
勤
特
別
職
に

つ
い
て
、
昨
今
の
民
間
賃
金
な
ど
の

状
況
を
勘
案
し
、
報
酬
の
引
上
げ
を

実
施
す
る
も
の
で
す
。

第　

号
議
案　

証
人
等
の
実
費
弁
償

１０
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

市
の
執
行
機
関
の
請
求
に
応
じ
、

公
聴
会
な
ど
に
参
加
し
た
方
に
対
し

て
支
給
す
る
実
費
弁
償
に
つ
い
て
、

現
行
の
条
例
に
規
定
さ
れ
た
場
合
以

外
に
も
支
給
の
対
象
と
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

第　

号
議
案　

市
長
等
の
給
料
の
特

１１
例
に
関
す
る
条
例

　

平
成　

年
度
に
引
き
続
き
、
当
市

１９

の
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
市

三
役
の
給
料
月
額
を
、
期
限
を
設
け

て
減
額
を
行
う
も
の
で
す
。

〈
期
間
〉
平
成　

年
４
月
１
日
か
ら

２０

　

平
成　

年
３
月　

日
ま
で

２１

３１

〈
減
額
率
〉　

パ
ー
セ
ン
ト

１０

第　

号
議
案　

吉
川
市
職
員
の
給
与

１２
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

人
事
院
勧
告
を
踏
ま
え
、
給
料
表

の
改
定
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
国

の
基
準
を
踏
ま
え
た
地
域
手
当
の
引

下
げ
を
行
う
も
の
で
す
。

〈
改
正
内
容
〉

・
給
料
表
の
改
定

　
　

若
年
層
に
限
り
引
上
げ
る

・
地
域
手
当

　
　

段
階
的
に
引
下
げ
る

第　

号
議
案　

吉
川
市
職
員
等
の
旅

１３
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　

第　

号
議
案　

吉
川
市
国
民
健
康

１４
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
、

特
別
徴
収
制
度
の
創
設
な
ど
、
地
方

税
法
の
改
正
に
伴
い
、
税
体
系
の
見

直
し
な
ど
を
行
い
、
税
率
な
ど
の
改

正
を
行
う
も
の
で
す
。

〈
改
正
内
容
〉

・
第
１
点
目　
　

歳
か
ら　

歳
の
国

６５

７４

保
世
帯
主
に
課
税
す
る
国
保
税
を

年
金
か
ら
特
別
徴
収
す
る
。

・
第
２
点
目　

国
保
税
に
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
分
を
追
加
し
、
医
療

分
と
介
護
分
の
３
つ
の
課
税
額
と

す
る
。

・
第
３
点
目　

税
率
と
限
度
額
を
改
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